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女性の活躍推進企業として  

     ２社を認定（えるぼし認定）！! 
 

山口労働局（局長 村井
む ら い

 完也
か ん や

）は、女性活躍推進法に基づく、優良な「女性の活躍推進企

業」として 

 

・社会福祉法人幸洋福祉会（施設名：特別養護老人ホーム 松寿苑） 【下松市】 

・有限会社仁成堂  【山口市】 

 

の２社を認定（３段階中の２段階）しましたので公表します。 

この度の認定により、山口県内の「えるぼし認定」を受けた企業は９社となりました。 

 

また、社会福祉法人幸洋福祉会は、次世代育成支援対策推進法に基づき厚生労働大臣が

子育てサポート企業を認定する「くるみん認定」も受けており、「えるぼし認定」と「くるみん認定」

の２つの認定を受けた企業は、県内で２社目となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈添付資料〉 

資料１    えるぼし認定企業の取組概要 

資料２    山口労働局管内の女性活躍推進法への取組状況 

資料３    女性活躍推進法に基づく認定制度について 

資料４    「女性の活躍推進企業データベース」がスマートフォン版になりました 

令和３年４月 16日（金） 

【照会先】 

山口労働局雇用環境・均等室 

室 長 補 佐  佐 伯 信 治    

企 画 主 任  関 根 裕 司 

電 話  （083）995－0390 

 

女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定・届出を行った事業主のうち、

女性活躍の活躍推進に関する状況（評価項目は「採用」、「継続就業」、「労働時間等の働き

方」、「管理職比率」、「多様なキャリアコース」）が優良である等の一定の要件を満たした場合、

厚生労働大臣（都道府県労働局長に権限を委任）が認定する制度です。 

なお、評価基準を満たす項目数に応じて３段階あります。 

「えるぼし認定」とは 



 

えるぼし認定 第２段階 

社会福祉法人幸洋福祉会 
住所：下松市大字来巻９４４番地の１ 

事業：社会福祉事業 

労働者数：113 人（男性 27 人、女性 86 人）  

施設名：特別養護老人ホーム 松寿苑 

（※）くるみん認定とは、次世代育成支援対策推進法に基づき、仕事と子育ての両立を支援する企業を厚生労働

大臣が認定する制度です 

 
１ 採用 

【認定基準】 
男女別の採用における競争倍率（応募者数／採用者数）が同程度であること 

【実績】 
介護専門職 女性 1.72 倍／男性 2.11 倍、介護職員 女性 2.0０倍／男性 2.0０倍、 

２ 労働時間等の働き方 
【認定基準】 

雇用管理区分ごとの労働者の法定時間外労働・法定休日労働時間の合計時間数の平均が、直近の事業年度の 

各月ごとに全て 45 時間未満であること 

【実績】 

   正 職 員：事務員 3.1１時間、相談員 12.8２時間、管理栄養士 0.8３時間、看護職員 0.93 時間 

准看護職員 1.2０時間、機能訓練指導員 0.75 時間、介護専門職 7.6０時間、介護職員 4.6０時間、 

介護支援専門員 4.2１時間 

パート職員：0.63 時間 

３ 管理職比率 
【認定基準】 

管理職に占める女性割合が産業ごとの平均値以上であること  

【実績】 ５５．６％（産業平均値：４２.２％） 

４ 多様なキャリアコース 
【認定基準】                           【実績】 

直近の３事業年度に､以下について中小企業は 1 項目以上の実績を有すること    

A   女性の非正社員から正社員への転換                    １人 

B 女性のキャリアアップに資する雇用管理区分間の転換            ０人 

C 過去に在籍した女性の正社員としての再雇用                １人 

D おおむね 30 歳以上の女性の正社員としての採用              10 人 
  

・県内で 8 社目のえるぼし認定 

・下松市に主たる所在を置く企業の認定は初 

当施設は、全室個室のユニット型特別養護老人ホームです。「安心、それが私たちの願いです」を基

本方針として、明るく家庭的な雰囲気の中でご利用者が自分らしく生活できるよう努めています。 

 全職員の約 7 割が女性の職場です。結婚や、出産、子育てや介護をしながら長く働ける職場にした

いと考えており、全職員を対象とした制度説明会を実施することで、職場全体で制度の利用促進を図

っています。職員の皆さんにはノー残業デーを活用しながらプライベートを充実させ、スキルアップ

やリフレッシュをしてもらえることも期待しています。 

  私は次女が１歳の時にパート職員として入職しましたが、子どもが体調不良の時には休みや勤務時

間に配慮して頂き、とても働きやすい環境だと感じています。 

 また、第３子出産時には産休・育休を取得し、復職後には正職員への任用替えもして頂きました。

仕事と育児の両立が可能となり、スキルアップを目指すことに繋がっています。 

 この度の「えるぼし認定」を機に、今後も多くの女性職員が継続していきいきと働くことが出来る

職場を目指していけたらと思います。 

資料１ 



 

えるぼし認定 第２段階 

有限会社仁成堂 
住所：山口市道祖町 6－１３ 

事業：小売業（薬局） 

労働者数：52 人（男性 13 人、女性 39 人）  
 

 

 
１ 採用 

【認定基準】 
正社員に占める女性労働者の割合が産業ごとの平均値以上であるとともに、基幹的な雇用管理区分における 

女性労働者の割合が産業ごとの平均値以上であること。 

【実績】 
正社員の女性労働者の割合 82.6%（産業平均値 32.3％） 

基幹的雇用管理区分の女性労働者 40.0%（産業平均値 22.4%） 

 

２ 労働時間等の働き方 
【認定基準】 

雇用管理区分ごとの労働者の法定時間外労働・法定休日労働時間の合計時間数の平均が、直近の事業年度の 

各月ごとに全て 45 時間未満であること 

【実績】 

   正 職 員：薬剤師 6.02 時間、管理事務 2.91 時間、調剤事務 3.27 時間、管理栄養士 3.54 時間 

宅配事業（管理）18.30 時間   

パート職員：薬剤師 2.69 時間、管理栄養士０時間、宅配事業（配達）1.13 時間、宅配事業（調理）０時間 

嘱 託 社 員：薬剤師 0.34 時間 、調剤事務 2.39 時間   

 

３ 管理職比率 
【認定基準】 

管理職に占める女性割合が産業ごとの平均値以上であること  

【実績】 

   ５０．０％（産業平均値：７．１％） 

４ 多様なキャリアコース 
【認定基準】                          【実績】 

直近の３事業年度に､以下について中小企業は 1 項目以上の実績を有すること    

A   女性の非正社員から正社員への転換                   ２人 

B 女性のキャリアアップに資する雇用管理区分間の転換           ０人 

C 過去に在籍した女性の正社員としての再雇用               ０人 

D おおむね 30 歳以上の女性の正社員としての採用              ７人 
   

弊社は、保険薬局や高齢者専門配食サービスといった医療・ヘルスケア事業を展開している企業です。
業種柄、以前から女性従業員の割合が多く、意欲も能力もある彼女たちが働きやすい環境を整備するこ
とは大変重要なことと考えておりました。近年は、制度の整備・キャリアアップを見据えた働き方の提
案など様々な取り組みを進めてまいりました。 
 この度、「えるぼし認定」を受けたことは、これまでの弊社の取り組みが評価された証しともいえ、こ
れまでの取り組みに自信を深めるとともに今後もさらに女性が活躍できる職場づくりを推進していきた
いと思います。 

私が入社した時からすでに女性がたくさん活躍している職場でしたが、現在は、薬剤師・管理栄養士・配食スタッ
フなど様々な世代・業種の女性がさらに多数活躍しています。また、子育て・介護・キャリアアップなど、自分のラ
イフステージの変化に合わせた勤務時間の調整が行えることで、働きやすい環境づくりに繋がっていると思います。
女性の活躍の場が増えることを嬉しく思い、これからもより一層、女性が長く働きやすい職場環境づくりの実現がで
きればと思います。 

資料１ 



 

 

山口労働局管内の女性活躍推進法の取組状況 
 

山口労働局雇用環境・均等室 

１ 認定企業一覧 

令和３年３月末現在 

〈参考〉全国の認定企業数 1,209 社（令和２年 12 月末現在） 

 

２ 一般事業主行動計画策定届の届出状況 
 
   

 
山口県 

（令和２年 12 月末現在） 

全 国 

（令和２年 12 月末現在） 

合 計   285 社 24,846 社 

 
常時雇用労働者 301 人以上規模     130 社 16,971 社 

常時雇用労働者 300 人以下規模     155 社 7,875 社 
 
 

※女性活躍推進法に基づき、労働者数３０１人以上の企業は、一般事業主行動計画を策定し、都道府県

労働局に届出を行う義務があります。  

 また、女性活躍推進法の改正により、改正法施行後は労働者数１０１人以上の企業についても届出義務

企業となります（施行日は令和４年４月１日の予定。）。 

 

 企業名 認定の段階 所在地 認定年月 

1 株式会社カワト T.P.C. ★★ 岩国市  平成 29 年 12 月 

2 株式会社丸久 ★★★ 防府市 平成 30 年 5 月 

3 生活協同組合コープやまぐち ★★★ 山口市 平成 30 年 5 月 

4 社会福祉法人光栄会 ★★ 宇部市 平成 30 年 5 月 

5 医療法人治徳会 ★★ 周南市 平成 30 年 12 月 

６ 社会福祉法人朋愛会 ★★ 下関市 令和元年９月 

７ 株式会社周南スイミングクラブ ★★★ 周南市 令和元年 11 月 

8 社会福祉法人幸洋福祉会 ★★ 下松市 令和３年２月 

９ 有限会社仁成堂 ★★ 山口市 令和３年３月 

資料２ 



 

 

 
行動計画の策定、策定した旨の届出を行った事業主のうち女性の活躍推進に関する状況等が優良な企業は、 
都道府県労働局への申請により、厚生労働大臣の認定を受けることができます。 

 
①採用、②継続就業、③労働時間等の働き方、④管理職比率、⑤多様なキャリアコース 
の５つの評価項目を満たす項目数に応じて取得できる認定段階が決まります。 

 
   

認定の段階の区分は、次の５つの評価項目のうち、 

➢ ５つの基準全て満たしている場合は、３段階目 

➢ ３つ又は４つの基準を満たしている場合は、２段階目 

➢ １つ又は２つの基準を満たしている場合は、１段階目 
    

上記はいずれも、 
✔ 満たしている実績については、実績値を女性の活躍推進企業データベースに毎年公表することが必要。 
✔ 満たさない基準については、事業主行動計画策定指針に定められた当該基準に関連する取組を実施し、その取組の

実施状況について、女性の活躍推進企業データベースに公表するとともに、２年以上連続してその実績が改善し
ていることが必要。 
なお、そのほか「関係法令に違反する重大な事実がないこと」などの基準もあります。 

 

【評価項目１：採用】次の①または②を満たす 
① 男女別の採用における競争倍率(応募者数／採用者数)が同程度であること 
② 直近の事業年度において、次の（ⅰ）と（ⅱ）の両方に該当すること 

（ⅰ）正社員に占める女性労働者の割合が産業ごとの平均値（平均値が４割を超える場合は４割）以上であること 
（ⅱ）正社員の基幹的な雇用管理区分における女性労働者の割合が産業ごとの平均値（平均値が４割を超える場合は  

４割）以上であること 

【評価項目２：継続就業】 次の①または②を満たす。 
 

① 「女性労働者の平均継続勤務年数÷男性労働者の平均継続勤務年数」が雇用管理区分ごとにそれぞれ
0.7 以上であること（期間の定めのない労働契約を締結している労働者に限る） 

② 「10 事業年度前及びその前後の事業年度に採用された女性労働者の継続雇用割合」÷「10 事業年度
前及びその前後に採用された男性労働者の継続雇用割合」が雇用管理区分ごとにそれぞれ 0.8 以上で
あること（期間の定めのない労働契約を締結している労働者かつ新規学卒採用者等に限る） 

 

【評価項目３：労働時間等の働き方】 
雇用管理区分ごとの労働者の法定時間外労働及び法定休日労働時間の合計時間数の平均が、直近の事業
年度の各月ごとに全て 45 時間未満であること 

【評価項目４：管理職比率】 次の①または②を満たす。 

①  管理職に占める女性労働者の割合が産業ごとの平均値以上であること 
② 直近３事業年度の平均した「課長級より１つ下位の職階にある女性労働者のうち課長級に昇進した 

女性労働者の割合」÷直近３事業年度の平均した「課長級より１つ下位の職階にある男性労働者の 
うち課長級に昇進した男性労働者の割合」が 0.8 以上であること 

【評価項目５：多様なキャリアコース】 

直近の 3 事業年度に､以下について大企業については 2 項目以上（非正社員がいる場合は必ず A を含むこと）、 
中小企業については１項目以上の実績を有すること 

Ａ 女性の非正社員から正社員への転換（派遣労働者の雇入れ含む） 
Ｂ 女性労働者のキャリアアップに資する雇用管理区分間の転換 
Ｃ 過去に在籍した女性の正社員としての再雇用 
Ｄ おおむね 30 歳以上の女性の正社員としての採用 

えるぼし認定について 

女性活躍推進法に基づく認定制度について 

えるぼし認定の段階 

えるぼし認定の評価項目 

資料３ 
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